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高浜３，４号炉に関する案件の対応について

（別冊）

資料３－２



高浜３，４号炉の主な変更内容
（③に分類されるもの）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第９条）

Ｎｏ２ 分類③

 当初、⾼浜３，４号炉の保安規定認可に際しては、原⼦炉主任技術者
の代⾏者職位について、発電所の要員により遂⾏される体制が構築される
までの暫定的な運⽤として、本店の保安に関する役職者も対象としていた
が、今回これを削除するもの。

 なお、現状の保安規定の記載に基づき、⾼浜３，４号機の保安規定認
可直後に本店の保安に関する役職者を選任した実績はある
（H27.10.30〜11.29の⾦⼟⽇に14⽇）が、それ以降の実績はない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１０条）

Ｎｏ３ 分類③

 第９５条、第９７条、第９８条において、所⻑の承認に先⽴ち、原
⼦炉主任技術者が確認する事項として燃料移動の実施計画を追加し
たことに伴う変更。

 なお、現状においても燃料移動の実施計画については原⼦炉主任技
術者の確認を得るように社内標準を定めている。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１７条）

Ｎｏ４ 分類③

 定期検査時に関係課⻑から発電室⻑に通知する確認項⽬について、
定期検査における最終の確認結果を確認すること、動作確認を伴う
確認項⽬および系統構成に係る確認項⽬については、最終ヒートアッ
プ開始前の１年以内の確認結果を確認する旨を追記する。

 なお、⾼浜３，４号機の定期検査においては、動作確認を伴う確認
項⽬および系統構成に係る確認項⽬について、最終ヒートアップ開始
前の１年以内の確認結果を確認している。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第７３条）
Ｎｏ７ 分類③

 変圧器⼀次側における１相開放に係る対応については、「予備変圧器
から所内負荷へ給電時は、77kV送電線の電流値を確認する。」（⻘
枠内）ことを、３，４号炉新規制基準適合に係る保安規定変更時
に記載しており、今回、当該事象を検知した場合の対応事項について
記載の充実を図る。（⾚枠内）

 なお、この対応事項については、1相開放故障に係る事象の把握をより
確実にするために、当該事象の内容及びその対応⽅法について、運転
員に対する周知・教育を実施するとともに、運転・監視業務に関する社
内標準にも⼿順を反映している。

※保安規定記載経緯
・変圧器⼀次側の１相開放に係る対応については、⾼浜３、４号炉新規制基準適合に係る保安規定（2015.10.9認可）において、 先⾏の川内１、２

号炉同様に、１相開放に係る記載（⻘枠内）を⾏い、当該事象を検知した場合の対応事項については、審査資料において、保安規定／社内規定に記
載すべき事項を整理し、社内規定にのみ規定することとしていた。

・その後、後続の伊⽅発電所保安規定記載を踏まえ、⼤飯３、４号炉新規制基準適合に係る保安規定（2017.9.1認可）の審査において、社内規定に
記載していた当該事象を検知した場合の対応について、保安規定にも記載することとなった。

・上記経緯を踏まえ、今回、現状の記載に加え、社内規定に記載していた当該事象を検知した場合の対応について、⾼浜３、4号炉の保安規定の記載を充
実することとした。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ８ 分類③

 停⽌時の有効性評価の解析条件を踏まえ、運転モード（⼀次冷却
材圧⼒）に応じた蓄圧タンクの要求圧⼒を書き分けるもの。

 なお、モード３（⼀次冷却材圧⼒が6.89MPa[gage]以下の場合）、
４、５においては、本来要求される圧⼒1.0MPa[gage]よりも⾼い圧
⼒である４.04MPa[gage]を規定していることから、現状の規定内容
でもプラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

 A格納容器スプレイポンプはDB設備とSA設備を兼⽤しているため、第
８５条側で規定している要求される措置の実施にあたっては、これに先
⽴って第５８条側で規定している要求される措置を実施することとして
おり、第５８条側の表の参照先に関する記載を適正化するもの。

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ１５ 分類③

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ１６ 分類③

 代替再循環に係る参照先を適正化するとともに、代替補機冷却の運転上の制
限の対象設備に空冷式⾮常⽤発電装置を追加するもの。

 なお、空冷式⾮常⽤発電装置については８５－１５－１の２にて既に運転
上の制限が定められており、今回、関連付けを明確化するものであることから、
現状の規定内容でもプラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ１０ 分類③

次頁に続く。



10

The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 要求される措置に、動作可能な海⽔から使⽤済燃料ピットへの注⽔系が１系
統未満となった場合の措置として、代替措置を確保するまでの間、使⽤済燃料
ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の燃料を所定の位置に
移動することを妨げるものではない）旨を追加するもの。

 なお、上記の条件に該当した場合には、代替措置を確保するまでの間、使⽤
済燃料ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の燃料を所定の
位置に移動することを妨げるものではない）ことを意思決定するとともに社内周
知しており、プラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ１０ 分類③

次頁に続く。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

次頁に続く。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 要求される措置に、使⽤済燃料ピットへのスプレイ系のうち動作可能な屋外に
配備する設備が１系統未満となった場合の措置として、代替措置を確保する
までの間、使⽤済燃料ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の
燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない）旨を追加するもの。

 なお、上記の条件に該当した場合には、代替措置を確保するまでの間、使⽤
済燃料ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の燃料を所定の
位置に移動することを妨げるものではない）ことを意思決定するとともに社内周
知しており、プラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

Ｎｏ１７ 分類③

 放⽔砲、泡混合器のサーベランス頻度を⾒直すもの。
放⽔砲：「1年に1回」→「3ヶ⽉に１回」
泡混合器：「1年に1回」→「3ヶ⽉に１回」

 これらの機器はいずれもメーカによる点検の推奨頻度を踏まえてサーベランス頻
度が設定されており、これを遵守することで必要な機能を維持できることを確認
しているが、基本⽅針（4.2 サーベランスの設定⽅針）に定める可搬設備の
サーベランス頻度の考え⽅との整合を図る観点から、3ヶ⽉に１回の頻度に⾒
直すもの。 【別紙ー４参照】
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 モード５，６および使⽤済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において、
要求される措置として、当直課⻑は、使⽤済み燃料ピット⽔位がEL31.4m以
上および⽔温が65℃以下であることを確認する旨を追加するもの。

 なお、上記の条件に該当した場合には、当直課⻑は、使⽤済み燃料ピット⽔
位がEL31.4m以上および⽔温が65℃以下であることを確認することを意思決
定するとともに社内周知しており、プラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではな
い。

Ｎｏ１１ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

Ｎｏ１８ 分類③

 ⾼浜4号炉の燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプのサーベランスに対して確
認する揚程を m以上から m以上に⾒直すもの。

 なお、⾼浜４号炉の実際のサーベランスにおいては、保安規定値 m以上に
対して m以上であることを判定基準として定めており、当該ポンプに必要な
性能を有していることを確認している。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 当該条⽂の要求される措置において、完了時間内に達成できない場合の措置
に関する記載を適正化するもの。

 なお、現状の保安規定において、要求される措置を完了時間内に達成できない
場合の措置は記載されていないため、この条件に該当した場合は、第８８条
（運転上の制限を満⾜しない場合）第５項を参照し、速やかにプラントを停
⽌することとなるため、プラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。

Ｎｏ１９ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ２０ 分類③

 当該条⽂の要求される措置において、完了時間内に達成できない場合の措置
に関する記載を適正化するもの。

 なお、現状の保安規定において、条件Bの措置を完了時間内に達成できない
場合の措置は記載されていないため、この条件に該当した場合は、第８８条
（運転上の制限を満⾜しない場合）第５項を参照し、速やかにプラントを停
⽌することとなるため、プラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ２１～２４ 分類③

 主要パラメータおよび代替パラメータにおいて、多様性拡張設備は運転上の制
限は適⽤しないこととしている。（表下の※４参照）

 当該の変更箇所は、主要パラメータが多様性拡張設備であることから、「主要
パラメータの他検出器（他チャンネル）」についても多様性拡張設備となるため、
代替パラメータから当該の記載を削除するもの。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 所要チャンネル数を満⾜できない場合の措置に関する記載を適正化するもの。
 なお、現状の保安規定において主要パラメータを計測する計器全てが動作不

能である場合の措置は記載されていないため、この条件に該当した場合には当
該の変更案のとおり必要な措置を⾏うことについて意思決定するとともに社内
周知している。

 また、プラントについては第８８条（運転上の制限を満⾜しない場合）第５
項を参照し、速やかに停⽌することとしているため、プラントの安全確保に⽀障
が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 代替パラメータを計測する計器全てが動作不能である場合の措置について、
主要パラメータが動作可能であることを確認する旨に記載を適正化するもの。

 なお、条件Bは主要パラメータおよび代替パラメータがともに動作不能である場
合であり、これに合致しないことを確認することによって、A.1に相当する主要パ
ラメータが動作可能であることを確認できるため、プラントの安全確保に⽀障が
⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 格納容器内⾼レンジエリアモニタ（低レンジ）については多様性拡張設備であ
るモニタポストとセットで⽤いることとしている。

 多様性拡張設備とセットで⽤いるSA設備は代替パラメータとして運転上の制
限の対象としないという考え⽅に基づき、当該パラメータを適正化する。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 多様性拡張設備には運転上の制限を適⽤しないこととしているため、主要パ
ラメータが多様性拡張設備（中間領域起動率、中性⼦源領域起動率）で
ある場合の所要チャンネル数を満⾜できない場合の措置に関する記載を適正
化する。

 中性⼦源領域中性⼦束については多様性拡張設備である中性⼦源領域起
動率と、また中間領域中性⼦束については多様性拡張設備である中間領域
起動率とセットで⽤いることとしている。

 多様性拡張設備とセットで⽤いるSA設備は代替パラメータとして運転上の制
限の対象としないという考え⽅に基づき、当該パラメータを適正化する。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 最終ヒートシンクの確保における確認事項に、原⼦炉補機冷却⽔サージタン
ク加圧ライン圧⼒の外観点検により動作可能であることを確認する旨を追記
するもの。

 なお、原⼦炉補機冷却⽔サージタンク加圧ライン圧⼒については、８５－７
－１に定める格納容器⾃然対流冷却にて、上記と同じ窒素ボンベが使⽤可
能であることを確認することを規定しており、８５－１６の計装設備側にも同
等の内容を規定するものであることから、プラントの安全確保に⽀障が⽣じる
ものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 多様性拡張設備には運転上の制限を適⽤しないこととしているため、主要パラ
メータが多様性拡張設備（復⽔器空気抽出器ガスモニタ等）である場合の
所要チャンネル数を満⾜できない場合の措置に関する記載を適正化するもの。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 モニタポスト、モニタステーションが電源喪失した場合の回復⼿段を電源⾞（緊
急時対策所⽤）から空冷式⾮常⽤発電装置に変更するもの。

 なお、空冷式⾮常⽤発電装置については８５－１５－１の２にて既に運転
上の制限が定められており、今回、関連付けを明確化するものであることから、
現状の規定内容でもプラントの安全確保に⽀障が⽣じるものではない。

Ｎｏ２５ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第９４条）

Ｎｏ１２ 分類③

 新燃料の運搬に係る遵守事項として新たに規定するもの。
 なお、本遵守事項については社内標準に反映済であることから、プラントの安

全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第９５条）

Ｎｏ１２、１３、１４ 分類③

 新燃料の貯蔵に係る遵守事項として新たに規定するもの。
 なお、本遵守事項については社内標準に反映済であることから、プラントの安全

確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第９７条）
Ｎｏ１４ 分類③

 燃料の取替等に係る遵守事項として新たに規定するもの。
 なお、本遵守事項については社内標準に反映済であることから、プラントの安

全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第９８条）

Ｎｏ１３、１４ 分類③

 使⽤済燃料の貯蔵に係る遵守事項として新たに規定するもの。
 なお、本遵守事項については社内標準に反映済であることから、プラントの安

全確保に⽀障が⽣じるものではない。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１００条）

Ｎｏ２６ 分類③

 雑固体廃棄物の処理⽅法に関する参照先を適正化するもの。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１３３条）

Ｎｏ２７ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１３３条）

 表１３３－３の記録の記載を適正化するもの。
 なお、保安規定第３条では品質保証計画を定めており、この中で検査

および試験についてはJEAC4111に基づき、以下の通り記録するとともに、
社内標準においても同等の内容を規定している。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付１）
Ｎｏ２８ 分類③

 添付１の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付３）

 添付３の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。

Ｎｏ２９ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付３）

 添付３の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。

Ｎｏ２９ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付３）

 添付３の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。

Ｎｏ２９ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付３）

 添付３の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。

Ｎｏ２９ 分類③
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⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付３）

 添付３の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。

Ｎｏ２９ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（添付３）

 添付３の記載を適正化するもの。
 なお、社内標準では今回の保安規定の変更案のとおり規定している。

Ｎｏ２９ 分類③
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

高浜３，４号炉の主な変更内容
（②に分類されるもの）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１８条の４）

Ｎｏ５ 分類②

 資機材等の設備所管の⾒直し及び対象となる資機材の範囲の適正化に伴い、
⾏為者を適正化するもの。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第４７条）

Ｎｏ６ 分類②

 凝縮液量測定装置の要求モードの⾒直し（現状ではモード１〜４となってい
るが、蒸気が発⽣しないモード３，４を削除）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第４７条）

 凝縮液量測定装置の要求モードの⾒直し（現状ではモード１〜４となってい
るが、蒸気が発⽣しないモード３，４を削除）
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第４７条）

 凝縮液量測定装置の要求モードの⾒直し（現状ではモード１〜４となってい
るが、蒸気が発⽣しないモード３，４を削除）



46

The Kansai Electric Power Co., Inc.

⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ９ 分類②

「格納容器再循環サンプ １基→２基※２

格納容器再循環サンプスクリーン １基→２基※２

※２ A格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS）連絡ライン使⽤）を
⽤いる再循環⽤１基およびB余熱除去ポンプ（海⽔冷却）を⽤いる
再循環⽤１基」とし、運⽤を明確化するもの。


